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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周面に集積用凹部が形成された回転ドラムに、繊維材料を飛散状態にて供給し、該繊
維材料を前記集積用凹部にあふれるように堆積させ、該集積用凹部からあふれた過剰量の
繊維材料を掻き取り、掻き取った繊維材料を、返戻搬送路を介して繊維材料の供給経路に
戻すと共に、該集積用凹部内に残る堆積体を吸収体として該集積用凹部内から離型する吸
収体の製造方法であって、
　前記返戻搬送路を通る繊維材料の一定時間当たりの通過量を測定し、該一定時間当たり
の通過量を一定の範囲に維持するように供給量を調整して、前記吸収体の製造を行う、吸
収体の製造方法。
【請求項２】
　前記返戻搬送路を通る繊維材料の量を、該返戻搬送路に設けた繊維量測定器を用いて測
定する、請求項１記載の吸収体の製造方法。
【請求項３】
　前記繊維量測定器が静電容量式の測定器である、請求項１又は２記載の吸収体の製造方
法。
【請求項４】
　前記返戻搬送路が直線状の部分を有し、該直線状の部分を通る繊維材料の量を測定する
請求項１～３の何れか１項記載の吸収体の製造方法。
【請求項５】
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　前記集積用凹部は、その底面部の一部に窪み部を有し、該窪み部に対応する部分が突出
した吸収体を製造する、請求項１～４の何れか１項記載の吸収体の製造方法。
【請求項６】
　ダクトを介して、前記繊維材料を前記回転ドラムに供給し、前記掻き取った繊維材料を
、前記返戻搬送路を介して該ダクトに再供給する、請求項１～５の何れか１項記載の吸収
体の製造方法。
【請求項７】
　外周面に集積用凹部が形成された回転ドラムと、回転ドラムの外周面に向けて、繊維材
料を飛散状態にて供給するダクトと、該ダクトに繊維材料を供給する繊維材料供給部と、
集積用凹部にあふれるように堆積させた過剰量の繊維材料を掻き取るスカッフィングロー
ルと、スカッフィングロールで掻き取った繊維材料を、前記ダクト内又は前記繊維材料供
給部に戻す返戻搬送路と、該返戻搬送路中を流れる繊維材料の量を測定する繊維量測定器
と、該返戻搬送路内を通る繊維材料の量が一定の範囲に維持されるように制御する繊維供
給量制御部とを備え、
　前記繊維供給量制御部は、前記返戻搬送路を通る繊維材料の一定時間当たりの通過量を
測定し、該一定時間当たりの通過量が一定の範囲に維持されるように供給量を調整する吸
収体の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収体の製造方法及び製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキンやパンティライナー、使い捨ておむつ等の吸収性物品の吸収体の製造方
法として、ダクト内を流れる空気流に随伴させて供給した繊維材料を、回転ドラム（積繊
ドラム）の外周面に設けた集積用凹部に吸引して堆積させ、その堆積体を、そのまま、あ
るいは紙や通気性の不織布等で被覆して吸収体とする方法が知られている。
　また、そのような吸収体の製造方法として、解繊機で解繊した繊維を、集積用凹部にあ
ふれる程度に堆積させた後、集積用凹部からあふれた過剰量の繊維を、掻き取りロール等
にてそぎ落とし、そぎ落とした繊維を、解繊機やダクトの入り口付近に戻して再利用する
技術も知られている（特許文献１～３参照）。
【０００３】
　尚、特許文献４には、吸収体の製造に関する技術ではないが、静電容量測定手段を用い
た技術として、タンクとインジェクタ間とに連結された搬送間に空気吹込みノズルと静電
容量測定手段を備え、静電容量の測定値に応じて、粉体塗料を供給する空気の流量を調節
する技術が記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開昭６０－２３６６４６号公報
【特許文献２】特開２００６－５００１５５号公報
【特許文献３】特許３４６２２３２号公報
【特許文献４】特開平８－３３７３２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した集積用凹部からあふれた過剰量の繊維をそぎ落として再利用する技術は、材料
を無駄なく利用できる利点を有するが、形状の一定な吸収体を安定して生産する上で不都
合を生じる場合があった。
　即ち、集積用凹部からあふれた過剰量の繊維をそぎ落として再利用する場合には、新た
に供給する繊維の供給量を一定に維持しても集積用凹部に堆積する繊維量が徐々に増加又
は減少し易く、増加した場合には、返戻管内に繊維の詰まりを生じたり、繊維の大きな塊
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が吸収体に混入したりする不都合が生じ、減少した場合には、堆積部に必要量が堆積せず
に一部が欠損した不良品が生じる等の不都合が生じる。
　また、単なる粉粒体と違って、吸収体に用いられるパルプ等は塊となり易く供給ムラが
発生しやすい。また、生産ラインは、稼働する際に停止したり減速や加速等の運転速度の
変化があり、それに合わせて供給側の速度も変化させているが、供給量を一定に制御する
ことは困難である。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、形状の一定な吸収体を安定して連続生産することのできる、
吸収体の製造方法及び製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、外周面に集積用凹部が形成された回転ドラムに、繊維材料を飛散状態にて供
給し、該繊維材料を前記集積用凹部にあふれるように堆積させ、該集積用凹部からあふれ
た過剰量の繊維材料を掻き取り、掻き取った繊維材料を、返戻搬送路を介して繊維材料の
供給経路に戻すと共に、該集積用凹部内に残る堆積体を吸収体として該集積用凹部内から
離型する吸収体の製造方法において、前記返戻搬送路を通る繊維材料の量を測定し、該返
戻搬送路を通る該繊維材料の量を一定の範囲に維持するように供給量を調整して、前記吸
収体の製造を行う、吸収体の製造方法を提供することにより前記目的を達成したものであ
る。
【０００８】
　本発明は、外周面に集積用凹部が形成された回転ドラムと、回転ドラムの外周面に向け
て、繊維材料を飛散状態にて供給するダクトと、該ダクトに繊維材料を供給する繊維材料
供給部と、集積用凹部にあふれるように堆積させた過剰量の繊維材料を掻き取るスカッフ
ィングロールと、スカッフィングロールで掻き取った繊維材料を、前記ダクト内又は前記
繊維材料供給部に戻す返戻搬送路と、該返戻搬送路中を流れる繊維材料の量を測定する繊
維量測定器とを備えた吸収体の製造装置を提供することにより前記目的を達成したもので
ある。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の吸収体の製造方法及び製造装置によれば、形状の一定な吸収体を安定して連続
生産することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明をその好ましい実施形態に基づいて説明する。
　本発明の一実施形態である吸収体の製造装置１は、図１に示すように、外周面に複数の
集積用凹部２１（堆積部）が所定の間隔で形成された回転ドラム２と、回転ドラム２の外
周面に向けて、繊維材料４２を飛散状態にて供給するダクト３と、ダクト３に繊維材料４
２を供給する繊維材料供給部４と、集積用凹部２１にあふれるように堆積させた過剰量の
繊維材料を掻き取るスカッフィングロール５と、スカッフィングロール５で掻き取った繊
維材料４２Ｂを、ダクト３内に戻す返戻搬送路６と、返戻搬送路６中を流れる繊維材料４
２Ｂの量を計測する繊維量測定器７と、繊維材料供給部４からダクト３内に供給される繊
維材料４２Ａの量を制御する繊維供給量制御部８と、集積用凹部２１から離型した堆積体
（吸収体）９の上下面を被覆シート９１で被覆する被覆機構（図示せず）を備えている。
返戻搬送路６は、スカッフィングロール５で掻き取った繊維材料４２Ｂをダクト３内に戻
し、ダクト３内に戻された繊維材料４２Ｂは、回転ドラム２の外周面に再供給される。
【００１１】
　回転ドラム２は、円筒状をなし、図１中の矢印Ａ方向に一定速度で回転駆動される。回
転ドラム２の外周面には、製造する吸収体９の形状に対応する形状の集積用凹部２１，２
１・・が形成されている。図２には、図１に示す装置における集積用凹部２１及び該集積
用凹部２１に対応する立体形状の吸収体９が示されている。図２に示す吸収体９は、生理
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用ナプキンや失禁パッド等の吸収性物品の吸収体であり、該吸収性物品に組み込まれて使
用される際に、着用者の液排泄部又は臀裂に対向配置される部位に凸部９２を有している
。凸部９２は、吸収体９の他の部分９３と一体成形されており、両者間に境界面が存在し
ない。
【００１２】
　回転ドラム２の内側（回転軸側）の非回転部分には、吸気ファン（図示せず）が接続さ
れており、該吸気ファンの駆動により、回転ドラム内側の仕切られた空間Ｂ及びＣを負圧
に維持可能である。個々の集積用凹部２１の底面部は、メッシュプレートにより構成され
、多数の細孔を有している。個々の集積用凹部２１が、負圧に維持された空間Ｂ，Ｃ上を
通過している間、各集積用凹部２１の底面部の細孔が吸引孔として機能する。本実施形態
における集積用凹部２１の底面部２１ａは、図２（ａ）に示すように、その一部が、吸収
体９の凸部９２に対応する形状に窪んでいる。
　空間Ｂは、回転ドラム２における、ダクト３に覆われた部分の裏側に位置する。空間Ｂ
は、ダクト３に覆われた部分を通る集積用凹部２１の底面部に強い吸引力を発生させ、そ
れにより集積用凹部２１に繊維材料を集積させたり、繊維材料を搬送する空気流をダクト
３内に発生させたりするために、空間Ｃよりも負圧の程度が高く維持されている（気圧が
低）。
　空間Ｃを負圧に維持するのは、集積用凹部２１内に、堆積物ないし吸収体を保持しつつ
搬送するためである。
【００１３】
　ダクト３は、回転ドラム２の外周面の一部を覆う一端部３１と、繊維材料供給装置４に
接続された他端部３２とを有しており、空間Ｂ上に位置する集積用凹部２１の底面部から
の吸引により、ダクト３内に、回転ドラム２の外周面に向けて流れる空気流が生じるよう
に構成されている。
　繊維材料供給部４は、解繊機４１を備えており、パルプシート等のシート状の原料４３
を、原料供給用のニップローラ４４，４４により解繊機４１に導入し、解繊された繊維材
料４２をダクト３内に供給するように構成されている。
【００１４】
　スカッフィングロール５は、図３（ａ）及び図４に示すように、円柱状のロール本体５
１と、ロール本体５１の外周面に立設された掻き取り用の多数の突起５２とを有しており
、図４中に矢印Ｅで示す一方向に回転しながら、集積用凹部２１内からあふれた過剰量の
繊維材料４２Ｃを突起５２により掻き取る。過剰量の繊維材料４２Ｃは、集積用凹部２１
に堆積した繊維材料４２のうち、集積用凹部２１が開口する面（回転ドラムの外周面２ａ
）の高さ位置を越えて堆積した部分である。本実施形態における突起５２は、ブラシから
構成されている。図３（ａ）中、符号５３は、スカッフィングロール５の回転軸であり、
図３（ｂ）には、スカッフィングロール５により、過剰量の繊維材料４２Ｃが掻き取られ
た後の維材材料４２の堆積状態が示されている。図３（ｂ）に示すように、スカッフィン
グロール５により掻き取られた後の堆積体９は、その上面９ａが、回転ドラム２の外周面
２ａとほぼ同じ高さに位置している。
　掻き取られた後の堆積体９の上面９ａが、回転ドラム２の外周面２ａとほぼ同じ高さに
なるように、スカッフィングロール５の突起５２の先端から外周面２ａまでの距離が０ｍ
ｍから５ｍｍ、好ましくは０．５ｍｍから２ｍｍとなるようにスカッフィングロール５を
設置するのが良い。前記距離をマイナス（突起５２の先端が外周面２ａの位置を超えて集
積用凹部内に入り込む場合をマイナスとする）にしないことにより、突起５２によってド
ラム表面自体を削ってしまうことを防止することができ、前記距離が遠すぎないことによ
り、集積用凹部から繊維材料がはみ出し形状が不明瞭になることを防止することができる
。
【００１５】
　スカッフィングロール５と回転ドラム２の線速はスカッフィングロール５が速いことが
好ましい。スカッフィングロール５の線速は突起５２の先端、回転ドラム２の線速はドラ
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ム表面における接線方向速度である。
集積用凹部２１内に残った堆積体９の集積用凹部２１からの離型は、回転ドラム２内の仕
切られた空間Ｄを図示しない加圧手段により陽圧に維持して、集積用凹部２１の底面部の
細孔から空気を吹き出させると共に、バキュームコンベア１０側から吸引することにより
行う。堆積体９の離型は、ベルトコンベアに対して行う。図１に示す例においては、バキ
ュームコンベア１０上に被覆シート９１を供給し、その被覆シート９１上に、堆積体９を
離型している。それにより、堆積体９の下面は被覆シート９１に被覆されている。
【００１６】
　返戻搬送路６は、両端に開口部を有する返戻管６０から形成されている。返戻搬送路６
は、一端部６１がスカッフィングロール５の近傍に開口し、他端部６２がダクト３の長手
方向（空気流が流れる方向と略同じ）の略中央部において、ダクト３内に開口している。
返戻搬送路６の一端部６１は、図４に示すように、仕切り板６３によってダクト３内の他
の部分と仕切られた空間Ｆ内に開口しており、集積用凹部２１の底面部からの吸引により
、返戻搬送路６の一端部６１と他端部６２との間に圧力差が生じ、この圧力差により、返
戻搬送路６内に空気流が生じる。スカッフィングロール５により掻き取られた繊維材料４
２Ｂは、この空気流により返戻搬送路６内を流れて他端部６２からダクト３内に導入され
、回転ドラム２の外周面に向けて再供給される。本実施形態における返戻管６０は、断面
略円形であるが、断面形状が楕円や矩形等任意の形状のものを用いることもできる。尚、
集積用凹部の吸引力はＢの区間内において、繊維材料が余り堆積していない上流側が強く
、十分に堆積した下流側は弱くなる。そのため、返戻搬送路の一端部６２の吸引力が強く
、他端部６１の吸引力は弱くなる。
【００１７】
　繊維量測定器７は、返戻搬送路６中を流れる繊維材料４２Ｂの量を計測するものであり
、測定器単独又は後述する繊維供給量制御部８との協働により、返戻搬送路６中を流れる
繊維材料４２Ｂの量を測定可能なものを特に制限なく用いることができる。
　繊維量測定器７としては、各種公知のものを用いることができ、例えば、質量流量式、
レーザー式、静電容量式、及びこれらを組み合わせた方式のもの等を用いることができる
。これらの測定器の中でも静電容量式の測定器が、吸収性物品の材料として用いられるパ
ルプ繊維、レーヨン繊維、コットン繊維等のセルロース系繊維や、ポリエチレン等の合成
繊維など絶縁体の測定に適している点から好ましい。
【００１８】
　静電容量は電極間に物質を入れたときに電荷を蓄えることができる能力を表わし、物質
固有の比誘電率、及び電極間距離、電極面積によって変化する。静電容量式の測定器は、
電圧を加えた電極間に該物質を通したときの電流値の変化により計測する。その出力値は
、電極間を通る物質の体積に応じて変化するので、静電容量の変化を捉えることで電極間
を通過する物質の量を捉えることができる。
　本実施形態においては、返戻管６０中を流れる繊維材料４２Ｂの量を静電容量式の測定
器７で計測するために、該測定器７の２つの電極、即ち、検出電極と接地電極とを、両電
極間を繊維材料４２Ｂが通るように螺旋状に配置している。
【００１９】
　返戻搬送路６中を流れる繊維材料を測定する繊維量測定器７は、返戻搬送路６の直線状
の部分に設置することが、繊維材料４２Ｂの通過位置が偏らないため好ましい。また、測
定値のフィードバックを迅速に行う観点から、このような測定器は、スカッフィングロー
ル５に近い位置に配置することが好ましく、後述するように、返戻搬送路６にブロア６４
等を配した場合にはそのブロア６４の位置よりも前側（一端部６１側）に設置することが
好ましい。
【００２０】
　繊維供給量制御部８は、ダクト３内に供給される繊維材料４２の量を所定の範囲に制御
するものであり、本実施形態においては、シート状の原料４３を解繊機４１に送り込む速
度を変化させることで、繊維材料供給部４からダクト３内に供給される繊維材料４２の量
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を制御する。原料４３の送り込み速度は、該原料４３を解繊機４１に送り込むニップロー
ラ４４，４４の回転速度を増減することで制御することができ、ニップローラ４４，４４
の回転速度は、それらを駆動する駆動モータ４５への制御信号（電圧や電流、デジタル信
号等）を変化させ、あるいは所定の状態に維持することにより行うことができる。
【００２１】
　繊維供給量制御部８は、詳細は図示しないが、表示部を備えたコンピュータ及び該コン
ピュータと他の装置等とを電気的に接続するインターフェース、コンピュータに組み込ま
れた所定のプログラム等から構成されている。コンピュータには、繊維量測定器７から信
号が入力され、返戻搬送路６中を流れる繊維材料の変化が、ＨＤＤやＲＡＭ等の記憶装置
に記録されると共に表示部に表示される。また、コンピュータから、駆動モータ４５に対
して制御信号が出力され、該制御信号を入力した駆動モータ４５の回転速度の制御により
、ダクト３への繊維材料４２Ａの供給量が制御されるようになっている。
　前記被覆機構（図示せず）は、集積用凹部２１から離型した堆積体（吸収体）９の上下
面を、公知の機構により被覆シート９１で被覆する機構である。本実施形態においては、
１枚の帯状被覆シート９１の幅方向中央部に堆積体（吸収体）９を載置した後（図１参照
）、帯状被覆シート９１の両側部を、公知の折り返し機構（図示せず）により折り返し、
堆積体（吸収体）９の上下面を一枚の被覆シート９１で被覆している。尚、堆積体（吸収
体）９の上下面を被覆シート９１で被覆する方法としては、各種公知の方法を採用でき、
１枚の帯状被覆シート９１上に堆積体（吸収体）９を載置した後（図１参照）、堆積体（
吸収体）９の上面側を前記被覆シート９１とは別体の他の被覆シートで被覆しても良い。
被覆シートとしては、薄葉紙（ティッシュペーパ）や液透過性の不織布等を用いることが
できる。上下面を一枚又は複数枚の帯状の被覆シート９１で被覆された堆積体（吸収体）
９は、後の工程において、任意の切断手段により、吸収性物品一つ分の長さに切断される
。
　本実施形態では、便宜上、堆積体９を吸収体とし、該吸収体と被覆シート９１を別に説
明したが、堆積体９を被覆シート９１で被覆したものを吸収体としてもよい。
【００２２】
　上述した吸収体の製造装置１を用いて堆積体（吸収体）９を連続的に製造する方法、即
ち、本発明の吸収体の製造方法の一実施態様について説明する。
　吸収体の製造装置１を用いて吸収体９を製造するためには、回転ドラム２及びスカッフ
ィングロール５を回転させると共に、上記吸気ファン及び上記加圧手段を作動させて、空
間Ｂ及びＣを負圧にし空間Ｄを陽圧にする。また、バキュームコンベア１０を作動させる
。
　吸気ファンの作動により、空間Ｂ上に位置する集積用凹部２０の底面部に吸引力が生じ
ると共に、ダクト３内に、回転ドラム２の外周面に向けて流れる空気流が生じ、同時に返
戻搬送路６内にも空気流が生じる。
【００２３】
　そして、繊維材料供給装置４を作動させて、ダクト３内に繊維材料４２を供給すると、
該繊維材料４２は、飛散状態となって、ダクト３内を流れる空気流に載って、回転ドラム
２の外周面に向けて供給される。
【００２４】
　本実施形態においては、繊維供給量制御部８により、個々の集積用凹部２１にあふれる
ように繊維材料が堆積すると共に返戻搬送路６内を通る繊維材料４２Ｂの量が一定の範囲
に維持されるように制御しながら、吸収体の連続生産を行う。
　具体的には、繊維量測定器７から出力される値（電圧や電流、デジタル信号等）に基づ
き、返戻管６０内を通る繊維量を測定し、その繊維量が、一定の範囲に収まるように制御
する。返戻搬送路６を通る繊維材料の量は、返戻搬送路６を通る該繊維材料の一定時間当
たりの通過量を測定し、該一定時間当たりの通過量が一定の範囲に維持されるように、供
給量を調整することが好ましい。ここで、「一定時間の通過量」は、例えば、装置内のあ
る特定位置（例えば、スカッフィングロール５の配置位置）を、一つ若しくは複数個の堆
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積物（吸収体）９が通過する時間当たりの量としたり、任意に設定した時間当たりの量と
することもできる。
【００２５】
　繊維量測定器７から出力される値から繊維量を算出する方法としては、測定値のピーク
を用いる方法と、測定値の積分値を用いる方法等、任意の方法を採用し得るが、積分値を
用いる方が好ましい。
　その繊維量を一定の範囲に維持する制御方法としては、返戻搬送路６の繊維量の上下限
を設定しておき、監視している繊維量が、上限値を上回った場合、あるいは上回ることが
予測される場合（予測制御）に、該繊維量が少なくなるように、繊維材料供給部４からの
繊維材料４２Ａの供給量を減少させる一方、下限値を下回った場合、あるいは下回ること
が予測される場合（予測制御）に、該繊維量が多くなるように、繊維材料供給部４からの
繊維材料４２Ａの供給量を増加させ、それら以外の場合には、繊維材料４２Ａの供給量を
一定に維持しておく方法等がある。
　また、繊維材料４２Ｂの量を一定の範囲に維持する他の方法としては、返戻搬送路６内
を通る繊維量の目標値を設定しておき、該返戻搬送路６を通る繊維量が該目標値に近づく
ように、繊維材料４２Ａの供給量を絶えず増減することもできる。
【００２６】
　また、上述した制御は、吸収性物品の１個又は複数個当たりの測定値と目標値からＰＩ
制御又はＰＩＤ制御を行うことが好ましい。この制御のためには、回転ドラム２にエンコ
ーダーを取り付ける等により、吸収性物品の１個又は複数個に対応する信号を発生させる
と共に、該信号を用いて、吸収性物品の１個又は複数個に対応する、繊維材料の掻き取り
量又は返戻搬送路中の繊維の通過量を算出する。そして、その算出値が目標値に近づくよ
うに制御する。本明細書に記載した制御は、繊維供給量制御部８に格納したプログラムに
より自動的に行うことが好ましいが、一部又は全体を手動で行っても良い。
【００２７】
　本実施形態の吸収体においては、各集積用凹部２１への繊維材料の堆積と、各凹部２１
からあふれた過剰量の繊維材料の掻き取りとを行い吸収体を製造するに際し、上述した制
御を行うため、集積用凹部２１の全域に繊維材料をあふれるように堆積させることができ
、また、そのあふれる量を必要且つ充分な量に維持することもできる。そのため、集積用
凹部２１から離型した堆積体（吸収体）９は、集積用凹部２１の形状に則した立体形状を
有するものとなり、欠損部等を有するものが生じにくい。また、集積用凹部２１からあふ
れる量が一定の範囲に制御され、多くなり過ぎることもないので、返戻搬送路６内に繊維
の詰まりが生じたり、繊維の大きな塊が生じて吸収体に混入する等の不都合も生じない。
このようにして、本実施形態によれば、形状の一定な吸収体を安定して連続生産すること
ができる。
【００２８】
　本発明で用いる繊維材料としては、従来、生理用ナプキンやパンティライナー、使い捨
ておむつ等の吸収性物品の吸収体に用いられている各種のものを特に制限なく用いること
ができる。例えば、パルプ繊維、レーヨン繊維、コットン繊維等のセルロース系繊維の短
繊維や、ポリエチレン等の合成繊維の短繊維等が用いられる。これらの繊維は、１種を単
独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。また、繊維材料は、全体又は一部
がパルプ繊維であることが好ましく、繊維材料中のパルプ繊維の割合は５０～１００質量
％であることが好ましく、より好ましくは８０～１００質量％であり、更に好ましくは１
００質量％である。尚、ダクト内には、繊維材料以外に、消臭剤や抗菌剤等を必要に応じ
供給してよい。また、吸収性ポリマーを供給しても良い。
【００２９】
　以上、本発明の吸収体の製造方法及び製造装置の一実施形態について説明したが、本発
明は、上述した実施形態に制限されず、それぞれ適宜変更可能である。
　例えば、図５（ａ）に示すように、返戻搬送路６（返戻管６０）の途中に、ブロア６４
等の強制送気手段を設けても良い。図５（ａ）に示す実施形態におけるように、返戻搬送
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路６の途中にブロア６４等の強制送気手段を設け、該強制送気手段により、繊維材料４２
Ｂを搬送する空気流を増強することは、返戻搬送路６の長さが比較的長い場合や、返戻搬
送路６に屈曲部を多く設ける場合、返戻搬送路６の一端部６１と他端部６２との間の圧力
差が生じにくい場合等に適している。
【００３０】
　また、図１に示す実施形態においては、スカッフィングロール５で掻き取った繊維４２
Ｂをダクト３に再供給していたが、再供給する位置はそれに制限されない。例えば、スカ
ッフィングロール５で掻き取った繊維４２Ｂを、図５（ｂ）に示すように解繊機４１に戻
しても良い。また、図５（ｃ）及び図５（ｄ）に示すように、解繊機４１から離間させた
位置にストック部４Ａを設け、掻き取った繊維４２Ｂを、図５（ｃ）に示すように、解繊
機４１で解繊した繊維をストック部４Ａに運ぶ連結管４６等に戻したり、図５（ｄ）に示
すように、ストック部４Ａに戻したりすることもできる。図５（ｃ）及び図５（ｄ）に示
す実施形態においては、返戻搬送路６を通る繊維４２Ｂの量を繊維量測定器７により測定
し、その量が一定の範囲に収まるように、送りロール４７の回転速度を制御する。前記送
りロール４７は、回転速度を増加させるに従い、比例等の一定の関係を持って、ストック
部４Ａからダクト３への繊維４２の導入量が増加する。
　スカッフィングロール５で掻き取った繊維４２Ｂをダクト３に再供給する場合の供給位
置も、図１に示す位置に制限されず、ダクト３の他の部位に再供給することもできる。
　尚、図１に示す吸収体の製造装置１においては、繊維材料４２が、繊維材料供給部４及
びダクト３を介して回転ドラム２に供給されており、その繊維材料供給部４及びダクト３
が、繊維材料の供給経路を構成している。そして、スカッフィングロールで掻き取られた
繊維材料４２Ｂを、返戻搬送路６を介して該ダクト３に再供給している。
【００３１】
　また、上述した実施形態においては、集積用凹部２１から離型した堆積体（吸収体）９
の上下面を被覆シート９１で被覆したが、集積用凹部２１から離型した堆積体（吸収体）
９を、片面又は両面を、被覆シート９１で被覆せずに、吸収性物品等の吸収体として用い
ることもできる。
　また、上述した実施形態においては、片面の一部に凸部９２を有する吸収体９を製造し
たが、凸部９２を有しない堆積体（吸収体）９を製造しても良い。本発明は、片面に一つ
又は複数の凸部を有する吸収体や、薄型の吸収体の製造に特に適している。
　また、上述した実施形態における集積用凹部２１は、回転ドラム２の外周面に、その周
方向に一定の間隔を開けて複数形成されていたが、本発明における集積用凹部は、回転ド
ラムの外周面に、その周方向に連続するように形成されていても良い。
　また、スカッフィングロール５の回転方向は、図４中に矢印Ｅで示す方向（回転ドラム
２の回転方向と同方向）に代えて、それとは逆方向とすることもできる。
【００３２】
　上述した一の実施形態における説明省略部分及び一の実施形態のみが有する要件は、そ
れぞれ他の実施形態に適宜適用することができ、また、各実施形態における要件は、適宜
、実施形態間で相互に置換可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の吸収体の製造装置の一実施形態を示す模式図である。
【図２】（ａ）図１に示す製造装置における集積用凹部、及び（ｂ）該集積用凹部に対応
する立体形状の吸収体を示す模式図である。
【図３】（ａ）スカッフィングロールの一具体例及び（ｂ）スカッフィングロールで掻き
取った後の集積用凹部の堆積状態を示す図である。
【図４】スカッフィングロールで、集積用凹部からあふれた繊維材料を掻き取る様子を示
す模式図である。
【図５】本発明の他の実施形態を示す図であり、（ａ）返戻搬送路に強制送気手段を設け
た実施形態、（ｂ）掻き取った繊維材料を解繊機に戻す実施形態、（ｃ）掻き取った繊維
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材料を、解繊機とストック部とを連結する連結管に戻す実施形態、（ｄ）掻き取った繊維
材料をストック部に戻す実施形態を示す図である。
【００３４】
　１　吸収体の製造装置
　２　回転ドラム
　２１　集積用凹部
　３　ダクト
　４　繊維材料供給部
　４２　繊維材料
　４３　シート状の原料
　５　スカッフィングロール
　６　返戻搬送路
　６０　返戻管
　７　繊維量測定器
　８　繊維供給量制御部
　９　堆積体（吸収体）
　９２　凸部
　１０　バキュームコンベア

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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